
　地震や台風などの災害が起きた時、皆さんは
どこに避難しますか？
　一番に思いつくのは、小学校や市民館などの
市が指定している避難所ではないでしょうか？も
ちろん指定避難所は避難先の一つですが、他に
も避難が可能な場所がいくつかあります。
　その中の一つ、「在宅避難（自宅で避難生活を
すること）」について紹介します。

災害発生時の基本的な避難の流れ

▶防災対策課　☎23-3548

地震

地域の
一時避難場所へ

※災害発生時は正確な情報を入手し、より安全な場所に避難しましょう！

風水害

避難が可能な主な場所（避難先）

高齢者など避難に時間が
かかる人は避難開始

危険な場所にいる人は
全員避難開始

指定避難場所へ
（小学校の運動場など）

安全な
避難施設などに避難

【自宅の安全確認で気をつけること】
・津波・高潮・浸水などの恐れは？
・火災・土砂災害などの危険性は？
・自宅が倒壊する可能性（耐震化）は？
・自宅の備蓄状況は？
※その他、総合的な判断が必要となります。
　次のページで在宅避難に必要な備えを確認しましょう。

▲市HP

自宅が危険・
不安な場合

自宅

安全なホテルや旅館
※別途費用がかかります。

小学校や市民館などの指定避難所 安全な親戚・知人宅

自宅の安全が確認
できた場合、
在宅避難もOK

警戒
レベル3

警戒
レベル4

　災害発生時は必要に応じて、皆さんの安否確認を行います。その際に便利なのが
「避難所利用者登録票」です。
　必要事項を家族単位で記入できるようになっており、事前に記入して非常持ち出し
袋に入れておくと、安否確認をスムーズに行うことができます。

住み慣れた家で安心
「在宅避難」への備え

避難所利用者登録票を知っていますか？

市 民 館
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